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          鳥取県土木工事共通仕様書のうちアスファルト混合物の使用
          にかかる取扱いについて（通知）

  このことについて、下記のとおり定め平成６年度発注に係るものから適
用することとしましたので、貴課・所職員にお知らせください。
  また、受注者に対する指導等適切に対応してください。

                                   記

１  アスファルト混合物の使用に係る取扱い
    鳥取県土木工事共通仕様書第１２章アスファルトコンクリート基層・
  表層工に規定するアスファルト混合物を使用するときの取扱いを以下
  のとおりとする。
  （１）（１）標準品アスファルト混合物
        〈要領１〉による。
  （２）（２）特注品アスファルト混合物
        〈要領２〉による。
２  現場配合試験
    鳥取県土木工事共通仕様書第１２０５条現場配合に「監督員が承諾・
  決定すること」と規定した現場配合試験の監督員立会は原則として行
  わない。
別紙－１
                         標準品アスファルト混合物

   



〈要領１〉
                         標準品アスファルト混合物
                         
（１）アスファルト合材工場は、年度当初に各事務所管内で使用する標準品ア
    スファルト混合物（別紙－１）について、アスファルト混合物使用願
    （様式－１）及び配合報告書（使用資料の試験成績表を含む）２部を
    各事務所長に提出する。
    
（２）各事務所長は、この内容を審査し適切であると認めた場合、提出書類
    一式の表に、アスファルト混合物使用承諾証明書（様式－２）を添付
    し、承諾を与えることとする。

     

（３）請負者は、承諾を得た上記のアスファルト合材工場の標準品アスファ
    ルト混合物を使用する時は、アスファルト混合物使用届（様式－３）、
    アスファルト混合物報告書（様式－４）及びアスファルト混合物使用
    承諾証明書（様式－２）の写しを添付し監督員に提出するものとする。
      なお、この場合、配合設計書等の使用願添付資料は省略することが
    できる。

     

（４）適用
    （１）〈要領１〉（１）～（２）により承諾を得たものについては、１年間有効と
        する。
          ただし、内容に変更のあった場合、その都度、速やかに同要領に
        よるものとする。
    （２）アスファルト合材工場は、使用資材の試験結果（１部）を３ヶ月毎
        に、各事務所長に提出するものとする。

     

〈要領２〉
                         特注品アスファルト混合物
  （１）監督員は、特注品アスファルト混合物（標準品アスファルト混合物以
      外）を使用する場合、設計図書に明記するものとする。
        この場合、請負者は、アスファルト合材工場と特記事項について協
      議するものとする。
  （２）請負者は、アスファルト混合物使用承諾願（様式－５）、アスファル
      ト混合物報告書（様式－４）及び配合報告書、各種試験結果を監督員
      に提出するものとする。













     

   

   

                                      
                                   
   

   

   


